
「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律」

（フリーランス・事業者間取引適正化等法）

 の ポ イ ン ト
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ー  令和６年11月１日施行  ー

大分労働局雇用環境・均等室



背 景

2

近年、働き方の多様化が進展し、「フリーランス」という

働き方の選択が普及

・  「一方的に発注が取り消された」

・  「報酬が期日までに支払われなかった」

・  「ハラスメントを受けた」

などのトラブルが生じている実態がある。

フリーランスが安定的に働くことができる環境

の整備が必要



法律の適用対象

フリーランス
（特定受託事業者）

業務委託の相手方である事業者で、次のいずれかに該当するもの

・個人であって、従業員を使用しないもの

・法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

発注事業者
（特定業務委託事業者）

フリーランスに業務委託する事業者で、次のいずれかに該当するもの

・個人であって、従業員を使用するもの

・法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの

※ 「従業員」には、「週20時間以上かつ31日以上」雇用される者が該当します。

※ 「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に、仕様や内容を

指定して、物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託すること。

法律の目的

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、

①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の「取引の適正化」 と

②フリーランスの方の「就業環境の整備」

を図ることを目的としています。

事業者 フリーランス

この法律の対象

業務を委託
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我が国のフリーランスの実態

フリーランスの業種

事務関連
デザイン・映
像制作関連 I T関連 専門業務関連 生活関連サービス 現場作業関連

4



義 務 項 目 具 体 的 な 内 容

取 

引 

の 

適 

正 

化

①
書面等による取引条件の

明示

業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること

「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領／役務提供を受け

る日」「給付を受領／役務提供を受ける場所」「（検査を行う場合）検査完了日」「（現金以外の方法で支払う場合）報酬の支払方法

に関する必要事項」

②
報酬支払期日の設定・

期日内の支払

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払

うこと

③ 禁止行為

フリーランスに対し、１か月以上の業務委託をした場合、次の７つの行為をしてはならないこと

●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制

●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し

就 

業 

環 

境 

の 

整 

備

④ 募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、

• 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと

• 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤
育児介護等と業務の両立

に対する配慮

６か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じ

て必要な配慮をしなければならないこと

（例）
・「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること

・「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整することなど

※ やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要。

⑥
ハラスメント対策に係る

体制整備

フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、

②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、

③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦
中途解除等の

事前予告・理由開示

６か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、

・原則として30日前までに予告しなければならないこと

・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならない

こと

法律の内容（義務事項）
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所管①～③：公正取引委員会、中小企業庁
④～⑦：厚生労働省（大分労働局雇用環境・均等室）



「取引の適正化」 所管：公正取引委員会、中小企業庁

Ｑ． 本法律の施行日以前に行った業務の委託が本法律の施行日以後も継続しており、
本法律における業務委託の要件を満たす場合、発注事業者は、本法律の施行後、
この３条通知による明示を行う必要があるのでしょうか？

Ａ． 本法律は、本法律の施行後に行われた業務委託が適用対象となりますので、本法律
施行日前に行われた業務の委託については、３条通知による明示を行う必要はありま
せん。

一方、本法律の施行日前に行われた業務の委託について、本法律の施行日後に契約
の更新（自動更新の場合を含みます。）が行われた場合には、新たな業務委託が行わ
れたものと考えますので、３条通知による明示を行う必要があります。

Ｑ＆Ａ

①書面等による取引条件の明示（第３条） （※発注事業者がフリーランスの場合も含む。）

業務委託をした場合、次の取引条件を書面又は電磁的方法により明示すること

「業務の内容」、「報酬の額」、「支払期日」、「発注事業者・フリーランスの名称」、「業務委託をした日」
「給付を受領／役務提供を受ける日」、「給付を受領／役務提供を受ける場所」
「（検査を行う場合）検査完了日」、「（現金以外の方法で支払う場合）報酬の支払方法に関する必要事項」
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「取引の適正化」 所管：公正取引委員会、中小企業庁

Ｑ． フリーランスからの給付を受領した後に、フリーランスの給付の内容が業務委託時
に明示した内容と異なるためやり直しをさせる場合、給付を受領した日から起算して
６０日以内に報酬を支払わなければならないのでしょうか？

Ａ． フリーランスからの給付を受領した内容が業務委託時に明示した内容と異なる、
適合しないなど、フリーランスの責めに帰すべき事由があり、報酬の支払い前に
やり直しをさせる場合には、やり直しをさせた後の物品又は情報成果物を受領した
日（役務の提供委託の場合には、フリーランスが役務を提供した日）が支払期日の
起算日になります。

そのため、やり直しをさせた後の給付を受領した日から起算して６０日以内の
できる限り短い期間内で報酬を支払う必要があります。

②報酬支払期日の設定・期日内の支払い（第４条）（※再委託の場合は例外あり。）

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期
日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
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「取引の適正化」 所管：公正取引委員会、中小企業庁

③禁止事項（第５条）（1か月以上の業務委託の場合）（※更新により1か月以上となる場合も含む。）

・特定受託事業者の責めに帰すべく事由なく、受領を拒否すること
・特定受託事業者の責めに帰すべく事由なく、報酬を減額すること
・特定受託事業者の責めに帰すべく事由なく、返品を行うこと
・通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
・正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
・自己のために金銭、役務その他経済上の利益を提供させること
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、内容を変更させ又はやり直させ

ること

Ｑ． フリーランスが、正式に業務委託を受ける前に、見込みで物品を製造し又は情報
成果物を作成してしまった場合において、発注者がその受領を拒むことは、本法上
問題となりますか？

Ａ． 発注者は、まだ業務委託を行っていない場合には、物品又は情報成果物の受領を
拒んでも直ちに問題となるわけではありません。ただし、実際には正式な業務委託
契約を行っているのにもかかわらず３条通知を行わずに、口頭で業務委託を行い、
フリーランスに作成させた給付を拒むことは、３条通知による明示義務違反となる
ほか、受領拒否として本法上問題となるおそれがあります。

8

Ｑ＆Ａ



「就業環境の整備」  所管：厚生労働省（大分労働局雇用環境・均等室）

Ｑ． フリーランスの募集を行う者に関する事項で、明示しなければならない項目は
あるのでしょうか？

Ａ． 今般、インターネット等で犯罪実行者の募集（いわゆる「闇バイト」の募集）が
行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告
等も見受けられる状況が発生しています。これを踏まえ、募集情報の中でも、
①フリーランスの募集を行う者の氏名又は名称、住所（所在地）、連絡先、
②業務の内容、③業務に従事する場所、④報酬 を欠くものについては、
「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして、法違反となります。
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Ｑ＆Ａ

④募集情報の的確表示（第12条） （※多数（2人以上）に対し募集する場合に適用）

広告等（※１）により募集情報（※２）を提供するときは、虚偽や誤解を与える表示をし

てはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならない

（※１）具体的には、①新聞、雑誌に掲載する広告、②文書の提出または配布、③書面の交付、④ファクシミリ、
⑤電子メール・メッセージアプリ等、⑥放送、有線放送等

（※２）具体的には、①フリーランスの募集を行う者に関する事項、②業務の内容、③業務に従事する場所・期間・
時間に関する事項、④報酬に関する事項、⑤契約の解除・不更新に関する事項



「就業環境の整備」  所管：厚生労働省（大分労働局雇用環境・均等室）

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮（第13条）（６か月以上の業務委託の場合）
（※更新により６か月以上となる場合も含む。）

育児介護等と両立して業務を行えるよう申出に応じて必要な配慮をしなければならない

（例：子の看護のため納期の変更、介護のため一部業務をオンラインに切替）

※ やむを得ず、必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができな
い理由について説明することが必要

Ｑ． フリーランスから育児介護等の配慮の申出があった場合、どのような対応をする
必要がありますか？

Ａ．①その内容を十分に把握すること。
②フリーランスの希望する配慮や、取りえる対応を十分に検討すること。
③具体的な配慮の内容が確定した際には速やかに申出を行ったフリーランスに対して
その内容を伝え、実施すること。
配慮した内容や選択肢について十分に検討した結果、業務の性質・実施体制等を
踏まえると難しい場合や、配慮を行うと業務のほとんどができない場合等、契約
目的の達成が困難な場合など、やむを得ず必要な配慮ができない場合には、不実施
の旨を伝達し、その理由について、必要に応じ、書面の交付・電子メールの送付等
により分かりやすく説明すること。
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「就業環境の整備」  所管：厚生労働省（大分労働局雇用環境・均等室）

⑥ハラスメント対策に係る体制整備（第14条）

「ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発」、「相談や

苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」、「ハラスメントへの事後の迅速

かつ適切な対応」などの措置を講じること

Q． ハラスメント対策の体制整備とは、具体的に何を実施すればいいのですか？

A． 雇用している従業員と同様の措置を講じなければいけません。
   ①業務委託におけるハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、

業務委託に係る契約担当者等を含む労働者に通知・啓発すること。
②業務委託におけるハラスメントの行為者は、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の

文書に規定し、業務委託に係る契約担当者を含む労働者に周知・啓発すること。
③相談窓口をあらかじめ定め、フリーランスに周知すること。
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。ハラスメントが現実に

生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な
場合であっても、広く相談に対応すること。

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
⑦事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
⑧再発防止に向けた措置を講ずること。
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者およびフリーランス

に周知すること。
⑩相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局に申出をしたことを理由として、

契約の解除その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、フリーランスに周知・啓発すること。 11
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「就業環境の整備」  所管：厚生労働省（大分労働局雇用環境・均等室）

Ｑ． 業務委託の中途解除等の事前予告・理由開示義務について、なぜこのような規定が
設けられたのでしょうか？また、事前予告について「30日前」はどのようにカウント
すればよいのでしょうか？

Ａ． 発注者からの契約解除や不更新をフリーランスに予め知らせることで、フリーラン
スが次の取引に円滑に移行できるようにし、解除等に伴う時間的・経済的損失を軽減
することを目的として設けられたものです。

また、理由開示の義務については、解除等の予告を受けたフリーランスが、契約の
存続に向けた自らの事業の見直しに取り組むことができるようにするとともに、発注
者とのトラブルを防止することを目的として設けられたものです。

予告日（当日）から解除日の前日までの期間が、30日間確保されている必要があり
ますので、例えば、３月31日に解除する場合には３月１日までに予告することが必要
となります。

⑦中途解除等の事前予告・理由開示（第16条）   （６か月以上の業務委託の場合）

   （※更新により６か月以上となる場合も含む。）

業務委託の中途解除や更新しない場合は、

・原則として30日前までに予告しなければならないこと

・フリーランスから理由の開示請求があった場合には、理由を開示すること
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契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として

「労働者である場合」は、本法律は適用されず、労働基準法

等の労働関係法令が適用されます。

働き方の実態に注意してください！
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報酬が労務の対償として

支払われること

判断を補強する要素：事業者性の有無、専属性の程度

労働基準法上の労働者性の判断基準

労務提供の形態が指揮

監督下の労働であること

・報酬の性格が使用者の指揮監督の

下に、一定時間に労務を提供して

いることへの対価と判断されるか

どうか

・仕事の依頼、業務従事の指示等に

対し、諾否の自由があるかどうか

・業務遂行上の指揮監督の有無

参考



チェックポイント１ 依頼に対する諾否

委託事業者から仕事を頼まれたら、断る
自由がありますか

A 自分に断る自由がある

B 自分に断る自由はない

働き方の自己診断チェックリスト（フリーランス向け）

チェックポイント２ 指揮監督

日々の仕事の内容や方法はどのように決
めていますか

A 毎日の仕事量の配分、決め方は、基本的
に自分の裁量で決定する

B 毎日、委託事業者から仕事量や配分、進
め方の具体的な指示を受けて働く

チェックポイント3 拘束性

委託事業者から仕事の就業場所や就業時
間（始業・終業）を決められていますか

A 基本的に自分で決められる

B 委託事業者から決めれている

チェックポイント４ 代替性

都合が悪くなった場合、頼まれた仕事を
代わりの人に行わせることはできますか

A 代役を立てることも認められている

B 代役を立てることは認められていない
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チェックポイント５ 報酬の労務対償性

あなたの報酬はどのように決められてい
ますか

A 受注した仕事の出来高見合い

B 日や時間当たりいくらで決まっている

チェックポイント６ 資機材等の負担

仕事で使う材料又は機械・器具等は誰が
用意していますか

A 自分で用意している

B 委託事業者が用意している

チェックポイント７ 報酬の額

同種の仕事に従事する正規従業員と比較
した場合、報酬の額はどうですか

A 正規従業員よりも高額である

B 正規従業員と同程度か、経費負担を引く
と同程度よりも低くなる

チェックポイント８ 専属性

他の仕事に従事することは可能ですか

A 自由に他の委託事業者の仕事に従事でき
る

B 実質的に他の委託事業者の仕事を制限さ
れ、特定の委託事業者の仕事だけに長期に
わたって従事している
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「労働条件明示のポイント」令和６年４月からの制度改正  

②更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限（有期労働契約の通算契

約期間または更新回数の上限）の有無と内容の明示が必要となります。

①就業場所・業務の変更の範囲の明示
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」就

業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要となります。

すべての労働者に対する明示事項

④無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込書」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示
が必要になります。
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有期契約労働者に対する明示事項等

③無期転換申し込み機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むこともで

きる旨（無期転換申込機会）の明示が必要になります。



違反行為への対応等

特定業務委託事業者

(組織 )

特定受託事業者

(個人 )
違反の
申告

⚫ 特定業務委託事業者に以下の規律が課される。

➢取引条件の明示義務（３条）
➢報酬期日の設定と期日までの支払義務（４条）
➢受領拒否・減額等の行為の禁止（５条）
➢募集情報の的確表示義務（12条）
➢育児介護等と業務の両立に対する配慮義務（13条）
➢ハラスメント対策に係る体制整備義務（14条）
➢中途解除等の事前予告義務（16条） など

業務委託 違反行為を受けた特定受託事業者は、

「フリーランス・トラブル110番」を経由するな

どして、公正取引委員会・中小企業庁・厚

生労働省に設置する窓口に申告できます。

行政機関は、その内容に応じて、違反事

業者に対し、以下の対応をとります。

➢報告徴収・立入検査

➢指導・助言

➢勧告

➢勧告に従わない場合の命令※・公表

※ 命令違反には50万円以下の罰金

⚫ 特定受託事業者が公正取引委員会・中小企
業庁・厚生労働省の窓口に申告したとき、業
務委託事業者はそれを理由に不利益取扱い
をしてはならない（６条３項、17条３項）
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フリーランス・トラブル110番 0120－532－110

⚫ 特定受託事業者は、「フリーランス・トラブル110番」を
通じて、弁護士による相談対応や和解あっせんを受け
ることができます。

⚫ 本法律の適用対象とならない取引（消費者からの発
注など）についても同様の支援が受けられます。
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フリーランスの方で

1. 発注事業者との間に
トラブルを抱えている

2. とりあえず相談をしたい

発注事業者・フリーランスの方で

「取引の適正化」に関する相談を
したい

① 書面等による取引条件の明示
② 報酬支払期日の設定・期日内の支

払い
③ 禁止行為（１か月以上の業務委託

の場合）

発注事業者・フリーランスの方で

1. 「就業環境の整備」に関する
相談をしたい

④ 募集情報の的確表示
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配

慮（６か月以上の業務委託の場合）
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示

（６か月以上の業務委託の場合）

2. とりあえず相談をしたい

フリーランスの方で

労働者かもしれない
と考えている

 
業務委託という名称だが、
働き方の実態から、自分は
労働者ではないかと考えて
いる

フリーランス・トラブル110番

TEL 0120-532-110
（9:30～16:30 土日祝日除く）

※弁護士が相談から解決まで、ワンス

トップでサポートしています。

利用無料

公正取引委員会

TEL 03-3581-5479
（フリーランス取引適正化室）

TEL 092-437-2756
（九州事務所）

中小企業庁

TEL 03-3501-1669
（取引課）

TEL 092-482-5450
（九州経済産業課）

大分労働局

 雇用環境・均等室

TEL 097-532-4025

所轄労働基準監督署

問い合わせ先は、下記より

https://jsite.mhlw.go.jp
/oita-
roudoukyoku/kantoku/l
44.html

（※）労災保険の特別加入制度（特定フリーランス事業）に関しては、大分労働局 総務部労働保険徴収室（TEL 097-536-7095）までご相談ください。

（※発注事業者の相談には対応していません）

フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する相談窓口

https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/kantoku/l44.html
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/kantoku/l44.html
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/kantoku/l44.html
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/kantoku/l44.html
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関係省庁委のHPでは詳しい資料、最新の情報を提供しています。
ぜひご利用ください。

公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省

ご清聴いただきまして、ありがとうございました。

詳細な法律の内容
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